
第２０２３－５号 

２０２４年１月 

会 員 各 位 

近 畿 労 働 金 庫 

理事長 江川 光一 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。 

さて、当金庫の取組み等について、下記のとおりご案内いたしますの

で､貴会員組合員の皆さま方へ広くご周知いただきますようお願い申し

上げます。 

 

 

ご案内事項 

 

 

１．ローン商品における取扱内容の一部変更について 

（ライフエール、住宅プラス 500） 

 

２．「みんなで iDeCo キャンペーン」の実施期間延長について 

 

３．2024年からの「新 NISA 制度」について 

 

【会員労組役員の皆さまへ】 

会員不祥事件防止に向けた注意喚起について 

～ 組合会計（通帳や団体 IB）の定期的な点検・確認をお願いします ～ 

 

 

以 上 
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１．ローン商品における取扱内容の一部変更について 

（ライフエール、住宅プラス 500） 

ろうきん無担保ローン「ライフエール」および住宅ローン「住宅プラス 500」について、より

便利にご利用いただけるよう、2024年 1月 4日から取扱内容を一部変更いたしました。 

組合員の皆さまに、幅広くご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 

（１）ろうきん無担保ローン「ライフエール」 

資金使途証明書類のご提出が不要となる申込金額を変更いたしました。 

 変更後 変更前 

会員組合員 
1 回の申込金額が 

500 万円以下 

1 回の申込金額が 

300 万円以下 

生協組合員 

一般勤労者 

1 回の申込金額が 

300 万円以下 

1 回の申込金額が 

100 万円以下 

 

（２）住宅ローン「住宅プラス 500」 

ご加入いただける団体信用生命保険（団信）の取扱いを追加いたしました。 

変更後は、「ろうきん住宅ローン」と同一の団信が付保可能となりました。 

 変更後 変更前 

ご利用時に 

付保できる団信 

・ろうきん団信（夫婦連生可） 

・引受緩和団信 

・がん団信（夫婦連生可） 

・就業不能保障団信（夫婦連生可） 

・3 大疾病団信 

・ろうきん団信 

・引受緩和団信 

 

※ 記載内容は 2024 年 1 月 4日現在のものです。 

※ 審査の結果、ご希望にそえない場合があります。また、審査結果の内容についてはお答えしかねます。 

※ 本件は会員宛のお知らせです。写しの配布等はお控えいただき、組合員の皆さまには、営業店にお問合せ

いただくか、＜近畿ろうきん＞ホームページにてご確認いただくようお伝えください。 
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２．「みんなで iDeCo キャンペーン」の実施期間延長について 

2023年 4月 1日より実施しております「みんなで iDeCoキャンペーン」について、ご好評に

つき、実施期間を 2024年 3月 31日まで延長することといたしました。 

組合員の皆さまに、幅広くご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 

（１）実施期間 

2023年 4月 1日～2024年 3月 31日 

 

（２）実施内容 

次の対象条件のいずれかに該当する方を対象に、QUOカード（500円分）をプレゼントいた

します。 

＜対象条件＞ 

① 実施期間中に「近畿ろうきん iDeCo」に新規加入いただいた方 

② 当金庫でお取引があり、①を紹介シートによりご紹介いただいた方 

● ②の方への QUO カードのお渡しは、①の方の手続きの確認後となります。 

● ご紹介が重複した場合は、当金庫が先にシートを受け付けた方を対象といたします。 

 

※ 本件は会員宛のお知らせです。写しの配布等はお控えいただき、組合員の皆さまには営業店にお問合せいた

だくようお伝えください。 

 

 

３．2024 年からの「新 NISA制度」について 

2024年 1月より、NISA（少額投資非課税制度）が抜本的に拡充されました。 

制度の恒久化や非課税期間の無期限化など、個人の資産形成をさらに後押しする制度として注

目が集まっています。 

当金庫では『生活応援運動 2023』として、資産形成のアドバイスの強化に取り組んでおります

ので、この機会にぜひ〈ろうきん〉にご相談いただきますよう、組合員の皆さまへのお声がけを

お願い申し上げます。 

※新制度の詳細につきましては、右記の QRコードから 

「NISAスペシャルサイト」をご覧ください。 
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【会員労組役員の皆さまへ】 

会員不祥事件防止に向けた注意喚起について 

～ 組合会計（通帳や団体 IB）の定期的な点検・確認をお願いします ～ 

 

貴重な組合財産を守るため、事故防止に向けた以下の方策に取り組んでいただきますよう、

あらためてお願い申し上げます。 

 

○ 組合会計の担当者以外の方が、通帳や団体版インターネットバンキングの取引履歴を 

定期的に点検・確認いただきますよう、お願いいたします。 

○ 会計監査を毎年度実施し、定期大会において会計監査報告をお願いいたします。 

○ 預金の払い戻しは、振込または振替取引を利用し、現金の取扱いは極力削減いただきますよ

う、お願いいたします。 

 

 

以 上 


